
朝日町ビーチボール振興支援補助金交付要綱  

（趣旨）  

第 １ 条  町 長 は 、 ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 普 及 及 び 競 技 ス ポ ー ツ の 振 興 ・ 技 術 力 の 向 上

を 図 る た め 、 団 体 等 が 行 な う ビ ー チ ボ ー ル 振 興 事 業 に 要 す る 経 費 に つ い て 、 予 算

の 範 囲 内 に お い て 、 朝 日 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ １ 年 朝 日 町 規 則 第 ３ 号 。 以

下 「 規 則 」 と い う 。 ） 及 び こ の 要 綱 に 基 づ き 、 朝 日 町 ビ ー チ ボ ー ル 振 興 支 援 補 助

金を交付する。  

（補助対象団体）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 団 体 （ 以 下 「 補 助 対 象 団 体 」 と い う 。 ） は 、 次 に

掲 げ る 要 件 を す べ て 満 た す 者 と す る 。 な お 、 複 数 の 施 設 等 を 管 理 す る 法 人 等 は 、

各施設を補助対象団体とすることができる。  

(１ ) 会則・規約・定款等を有すること。    

(２ ) 事業を実施するにあたり、明確な会計経理がなされること。  

(３ ) 次のいずれにも該当しないこと。  

ア  特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体  

イ  公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反する政治活動を  

行う団体  

ウ  特定の宗教を支持し、もしくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、  

又はこれに反する宗教活動を行う団体  

エ  暴 力 団 （ 暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７

号 。 次 号 に お い て 「 暴 力 団 員 対 策 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

暴力団をいう。）  

オ  暴 力 団 員 等 （ 暴 力 団 対 策 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 を い

う。）  

カ  団 体 の 代 表 者 、 役 員 又 は 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 若 し く は 構 成 員 に 暴 力 団

員等に該当する者がある団体  

キ  公序良俗に反する団体  

（補助事業）  

第３条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、第１条  



の趣旨に合致する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。       

(１ ) 初 心 者 を 含 む ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 入 門 、 上 達 等 を 目 的 と し て 、 開 催 す る 教

室事業として実施するものをいう。  

(２ ) 初心者を含むビーチボール競技の入門、上達等を目的として、開催する初  

心者向け大会開催事業として実施するものをいう。  

(３ ) その他町長が認めた事業  

２  補助事業は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。  

(１ ) 広く町民等への波及効果がある等一定の公益性がある事業であること。  

(２ ) 補助対象団体自らが主催し、かつ、経費を負担するものであること。  

(３ ) 交付決定以降に開始する事業であること。  

(４ ) 事 業 計 画 や 資 金 計 画 が 目 的 を 達 成 す る た め に 適 切 で あ り 、 か つ 、 十 分 な 効

果が期待できるものであること。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 業 は 、 補 助 事 業

としない。  

(１ ) 営利を目的とする事業又はそれに類する事業  

(２ ) 国 、 地 方 公 共 団 体 等 か ら の 委 託 や 補 助 等 を 受 け て い る 事 業 （ 指 定 管 理 者 が

自 主 事 業 と し て 指 定 管 理 料 を 充 て ず に 行 う 事 業 又 は 障 害 者 支 援 施 設 等 が 運 営

に係る補助金等を充てずに行う事業を除く。）  

(３ ) 政治・宗教活動を目的としている事業  

(４ ) 寄付や募金を目的として行われるチャリティ等の慈善事業  

(５ ) 販売、出版、収集、資料作成、研究等を主な目的とする事業  

(６ ) 事 業 の 参 加 者 が 、 事 業 に 関 わ る 団 体 （ 主 催 者 ・ 共 催 者 等 ） の 構 成 員 や 会 員

のみである等、限られた範囲を対象とする事業  

(７ ) 事業に関わる団体（主催者・共催者等）への入会を参加の条件とした事業  

(８ ) 公序良俗に反する事業  

(９ ) その他町長が適当でないと認めるもの  

（補助対象経費等）  

第 ４ 条  補 助 対 象 経 費 は 補 助 事 業 の 実 施 に 要 す る 経 費 （ 団 体 運 営 等 に 要 す る も の は

除 く ） で あ っ て 町 長 が 適 当 と 認 め る も の に 限 る 。 な お 、 具 体 的 な 費 目 、 補 助 率 、



補助限度額等は、別表のとおりとする。  

（交付の申請）  

第 ５ 条  補 助 対 象 団 体 は 、 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 指 定 す る 期 日

ま で に 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 、

町長に提出しなければならない。  

(１ ) 事業計画書  

(２ ) 収支予算書  

(３ ) 会則・規約・定款等  

(４ ) その他町長が必要と認める書類  

２  補 助 金 の 交 付 申 請 は 、 １ 補 助 対 象 団 体 に つ き 教 室 開 催 事 業 及 び 大 会 開 催 事 業 そ

れぞれについて、同一年度内に１回申請することができる。  

（交付の決定等）  

第 ６ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 を 交 付 の 決 定 を 行 い 、 そ の 内 容 を 通 知 す る も の と す

る。  

（交付条件）  

第７条  補助金等の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（ １ ）  次 に 掲 げ る 事 項 の 一 に 該 当 す る と き は 、 あ ら か じ め 町 長 の 承 認 を 受 け な

ければならない。  

ア  補助事業に要する経費の変更をする場合  

イ  補助事業の内容を変更する場合  

ウ  補助事業を中止し、又は廃止する場合  

（ ２ ）  補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 当 該 補 助 事 業 の 遂 行 が 困

難 と な っ た 場 合 は 、 速 や か に 町 長 に 報 告 し て 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な

らない。  

（実績報告）  

第 ８ 条  補 助 対 象 団 体 は 、 事 業 を 完 了 し た と き は 、 補 助 事 業 の 終 了 後 ３ ０ 日 以 内

（ 当 該 期 限 が 補 助 事 業 の 実 施 さ れ た 年 度 の 末 日 を 経 過 す る こ と と な る 場 合 に は 、

当 該 年 度 の 末 日 ま で ） に 、 朝 日 町 ビ ー チ ボ ー ル 振 興 支 援 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式



第３号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。  

(１ ) 収支決算書  

(２ ) 事業実施に係る写真及び資料等  

(３ ) 事業に要した経費に係る領収書の写し  

(４ ) その他町長が必要と認める書類   

（交付の額の確定）  

第 ９ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 額 を 確 定 し 、 そ の 内 容 を 補 助 対 象 団 体 に

通知するものとする。  

（交付の請求）  

第 １ ０ 条  補 助 対 象 団 体 は 、 補 助 金 の 交 付 の 請 求 を し よ う と す る と き は 、 朝 日 町

ビ ー チ ボ ー ル 振 興 支 援 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書

類を添付して、町長に提出するものとする。  

(１ )  朝日町ビーチボール振興支援補助金額確定通知書（写し）  

(２ )  その交付の他町長が必要と認める書類  

（交付の決定の取消し等）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 に い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の

交付の全部若しくは一部を取り消すことができる。  

（１）  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）  第７条の規定による承認を受けず補助事業を変更又は中止したとき。  

（３）  補助金を交付目的以外のものに使用したとき。  

（４）  前３号に掲げるもののほか、不正な行為があったと町長が認めるとき。  

（返還命令）  

第 １ ２ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い

て 、 当 該 取 消 し に か か る 部 分 に つ い て 、 既 で 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 当

該補助対象団体に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。  

２  町 長 は 、 補 助 対 象 団 体 に 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 に お い て 、 既 に

そ の 額 を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 当 該 補 助 団 体 に 対 し 、 期 限 を 定

めてその返還を命じるものとする。  



（その他）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 別 に

定める。  

 

附則  

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表  

（ １ ） 初 心 者 を 含 む ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 入 門 、 上 達 等 を 目 的 と し て 、 開 催 す る 教 室

事業  

事業内容  ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 入 門 、 上 達 を 目 的 と し て 、 開 催 さ れ る 教 室 を 実 施 す

るもの  

対象人数  １回あたり、１０以上の参加  

補助率  補 助 対 象 経 費 か ら 当 該 補 助 金 以 外 の 収 入 額 を 控 除 し た 額 （ 自 己 負 担 額 ）

の１０分の１０  

補助限度額  １万円又は自己負担額のどちらか低い額  

※ 1 年 間あ た り の上 限 額 とし 、 補 助回 数 は 通算 し て ３回 を 限 度と す る 。

た だ し 毎 年 度 の 事 業 申 請 及 び 審 査 を 必 要 と す る た め 、 ２ 回 目 以 降 の 採

択、補助金の交付を保証するものではない。  

補助対象経費  
報償費  講師への謝礼等  

※補助対象団体の構成員や会員に対する

ものを除く。単価 3 万円を上限とする。  

 旅費   ボランティアの交通費等  

 消耗品費   事務用品、ラインテープ等  

 印刷製本費   チラシ、プログラム等の印刷代等  

 通信運搬費   郵送料、運搬料等  

 保険料   イベント保険の保険料等  

 使 用 料 及 び 賃

借料  

 会場使用料、備品の借用料等  

 備品購入費   競技用具等  

 ※単価 2 万円（税込）以上のもの。原則

借用で対応すること。購入が必要な場合

は、目的、用途、購入の理由を明確に

し、カタログ等を添付すること。  

 委託料   警備委託費等  

 手数料   振込手数料等  

 ※補助対象経費の支出に要するものに限

る。  

 その他   その他町長が適当と認めたもの  



２  初 心 者 を 含 む ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 入 門 、 上 達 等 を 目 的 と し て 、 開 催 す る 初 心 者

向け大会開催事業  

事業内容  ビ ー チ ボ ー ル 競 技 の 入 門 、 上 達 を 目 的 と し て 、 開 催 さ れ る 初 心

者向け大会など  

対象人数  １回あたり、２０以上の参加  

補助率  補 助 対 象 経 費 か ら 当 該 補 助 金 以 外 の 収 入 額 を 控 除 し た 額 （ 自 己

負担額）の１０分の１０  

補助限度額  ５万円又は自己負担額のどちらか低い額  

※ 1 年間あたりの上限額とし、補助回数は通算して３回を限度と

す る 。 た だ し 毎 年 度 の 事 業 申 請 及 び 審 査 を 必 要 と す る た め 、 ２

回目以降の採択、補助金の交付を保証するものではない。  

補助対象経費  

 

報償費  講師への謝礼等  

※ 補 助 対 象 団 体 の 構 成 員 や 会 員 に 対 す る

ものを除く。単価 3 万円を上限とする。  

 旅費   ボランティアの交通費等  

 消耗品費   事務用品、ラインテープ等  

 印刷製本費   チラシ、プログラム等の印刷代等  

 通信運搬費   郵送料、運搬料等  

 保険料   イベント保険の保険料等  

 使 用 料 及 び

賃借料  

 会場使用料、備品の借用料等  

 備品購入費   競技用具等  

 ※単価 2 万円（税込）以上のもの。原則

借 用 で 対 応 す る こ と 。 購 入 が 必 要 な 場 合

は 、 目 的 、 用 途 、 購 入 の 理 由 を 明 確 に

し、カタログ等を添付すること。  

 委託料   警備委託費等  

 手数料   振込手数料等  

 ※ 補 助 対 象 経 費 の 支 出 に 要 す る も の に 限

る。  

 その他   その他町長が適当と認めたもの  

 


